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い

か

な

る

経

営

再

生

を

講

じ

る

に

つ

け

、

必

ず

資

金

調

達

の

必

要

性

が

生

じ

る

。

そ

う

で

な

く

と

も

普

段

か

ら

、

銀

行

に

は

嫌

味

を

散

々

言

わ

れ

続

け

て

い

る

旅

館

業

に

と

っ

て

は

、

新

た

な

追

加

融

資

と

な

る

と

、

か

な

り

億

劫

な

話

で

あ

る

。 

 

そ

こ

で

今

回

は

、

銀

行

に

頼

ら

な

い

資

金

調

達

方

法

の

提

案

で

あ

る

。
先

ず

は

、
「

少

人

数

私

募

債

」
。 

 

こ

れ

は

所

謂

社

債

の

一

種

で

あ

る

。

株

式

会

社

で

あ

れ

ば

、

商

法

の

規

定

で

社

債

の

発

行

が

で

き

る

。

不

特

定

多

数

の

人

に

対

し

て

公

募

を

す

る

と

、

証

券

取

引

法

の

様

々

な

制

約

を

受

け

る

が

、

い

く

つ

か

の

要

件

を

満

た

す

少

人

数

私

募

債

で

あ

れ

ば

、

面

倒

な

行

政

手

続

を

せ

ず

に

社

債

を

発

行

す

る

事

が

で

き

る

。 

 

そ

の

要

件

と

は

、

第

一

に

募

集

規

模

の

制

限

、

つ

ま

り

五

〇

名

未

満

で

あ

る

こ

と

。

更

に

発

行

可

能

額

が

「

社

債

総

額

を

社

債

の

最

低

券

面

額

で

除

し

た

数

が

五

〇

未

満

で

あ

る

」

こ

と

で

あ

る

。

例

え

ば

最

低

券

面

額

が

百

万

円

で

あ

れ

ば

、

発

行

限

度

額

は

四

千

九

百

万

円

に

な

る

。 

 

ま

た

、

社

債

発

行

時

に

取

得

し

た

人

か

ら

他

の

不

特

定

多

数

へ

の

譲

渡

制

限

、

分

割

制

限

、

社

債

は

無

担

保

社

債

と

す

る

こ

と

、

そ

し

て

、

社

債

権

者

に

プ

ロ

の

投

資

家

を

入

れ

な

い

こ

と

、

プ

ロ

と

は

証

券

会

社

、

銀

行

、

保

険

会

社

等

で

あ

る

。 

 

こ

ん

な

要

件

を

満

た

せ

ば

、

堂

々

と

自

ら

の

力

で

資

金

調

達

が

可

能

で

あ

る

。

い

つ

ま

で

も

銀

行

に

頼

ら

ず

、

直

接

金

融

の

メ

リ

ッ

ト

を

享

受

す

る

の

も

、

ぼ

ち

ぼ

ち

、

い

い

か

も

し

れ

な

い

。 


